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国民勘定ストーン体系における所得の流通

)11 口 清史

は じ め に

国民勘定を中心とする届民経済計算の批判的検討の方向について，私は前稿

で次のように提起した。 I第一，国民経済全体の把握というその特徴から，そ

れは分析目的に応じた概念・構成に組み替えることによって，資本主義経済の

構造分析に役立つ。したがって，個々の概念の吟味・批判を通じてその組み替

えの基準を明らかにする必要がある。第二，組み替え基準を明らかにする作業

は当然のことながら，その概念のょっ!て立つ理論的基礎と推計の過程の検討に

までさかのぼらなければならない。第三，国民経済計算の国家による作成とそ

の発展を，国家の経済過程への反作用の諸手段の開発の一環としてとらえ，そ

の作成の客観的基盤，現実的意味を検討すること，加えて，国民経済計算の枠

組み，概念への客観過程への反映，つまり，枠組み，概念の歴史性を検討する

こと。第四， これらの検討を通じ，現在進行しつつある統計体系の整備・再編

の方向・意味を明らかにする」υ。

前稿「イギりア、国民勘定の形成過程」は，主要にこの第三点を明らかにする

ことを課題としたが，小論は第一点ι第二点について，と〈に，国民勘定の枠

組みを中心に考察するものであるu

国民勘定の枠組みの構成について最も重要な役割をはたLた一人がイギリス

のリチャ ド・ストーン CRichardStone 1913- )である。

1) 拙稿，イギリ λ 国民勘定の形成過程， ，経済論叢」第 112巷第5号，昭和48年11月， 39-40べ

ーシ.
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ストー γは，第二次大戦中，中央統計局にあって国民所得白書の作成に努め

たが汽 大戦後もケ γ ブリッジ大学に移って国民勘定や国民経済計算の理論的

研究を行うと同時に，国連，欧州経済協力機構等における国際標準体系の作成

作業に従事してきた3)0 1945年プリ γスト γ で開かれた国際連盟の統計専門家

会議の同民所得測定に関する分科会でスト-'.;/は議長を努ib. そとで行司た報

告は. 1947年国連から公刊されたその会議の報告書の付録心として各国に紹介

され，戦後の国民勘定研究の出発点となった。スト-'/はまた. 1952年の国連

の旧 SNA5)の作成作業においても， その専門家会議の議長を努め. 1968年の

新 SNA"の作成においても同様に， 国連事務総長によって招集された専門家

グループの議長を努めている。スト-'/の数多くの著作の中でとりわけ各国の

現行国民勘定体系の構成に影響を与えたのは. 1949年に発表され. 51年に公刊

された「社会会計体系¢機能と規準」のと題する論文であった。小論ではその論

文を中心に，ストーン体系の概要を検討する。

後に述べるように，旦ト-'/体系を含め，国民勘定はケインズ理論を基礎と

しつつ，その上に相対的に独自な分野を持つ。小論の考察は基礎としてのケイ

ンズ理論そのものではなし国民勘定の独自な分野に向けられる。その独自な

分野には，第ーにs セクタ一分割，第二に，勘定形式による表示形式，第三に，

個々の概念の基礎統言|からの推計，等が考えられるが.小論では第 のセクタ

ー分割の問題に限定して考察をすすめる。なぜなら，圃民勘定におけるセクタ

一分割の導入は， 能勢信子氏も指摘するように" マグロ経済学の欠陥を救い

2) 向上， Gl-S2--.{ージ。
3) ストーン申略歴，著乍目録については. R スト ン G スト ソ共著， 久武雅夫監修域

戸喜子訳「国民町得と国民支出J昭和4，年， 145-159ベー少。
4) R. Stone， Definition and Mea悶urementof the National Incori1e and Related Totals， in 

UN.(ed.). M出 surernentof National Income and the Construction of Social Accounts 

R，pmτof the subぐom叩 'tteeon Nat和田lIncome Statistics of the Lea.四 eaf Nation's 
Committee of st.出 isticalExpe吋s:Appendix， 1947. 

5) UN.， A System Qf National Accounts ahd stゅtm管制'KTables目白52

6) UN.， A System of National Accounts， 1968 
7) R. Stone， Functiom; anu Criteria of a Syt:;tern of Sucial Accdunting， in Income and 

Wealth 1， 1951 
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下国民経済の構造分析にまで発展させようとする意図を持つものであるからであ

る。つまり，国民経済全体の総額でしか表示されえなかった国民所得は，セク

タ 分割の導入によって，生産・分配・支出の各過程でとるさまざまな形態と

その所有者が表示されうるのである。

セクタ一分割によって所得の流通がし、かに把握されているか，そのどこに問

題があるかを検討し，国民勘定の積極的利用のための組替え・再編成り基準。

設定へ接近することが小論の課題である。

I ストーン体系の概要と特徴

見トーンは国民勘定を，取引として表現されうる限りでの，経済体制に発生

する諸問題の記述の主要な手段と位置づける。経済体制に発生する諸問題とは

いえ，その対象とするものは，直接的主主産過程や消費過程そのものではなく，

流通過程に属する問題である。ストーンはこの取引を二重に考察する。その第

ーは，経済体制の基本的活動形態を生産・消費・富への付加ととらえ，この活

動形態のある点からある点への貨幣もしくは財・サービスの流れであり，第二

は，取引者の聞の貨幣や財・サービスの流れである九そ ζ でスト-:/は二つ

の視角から国民勘定を構成する。第ーは，生産・消費・宮への付加といった経

済活動の聞の取引，第二は，国民経済をセクタ一分割し，各セクターを取引者

とする取引者の聞の取引である。

この第-0)視角に関しては，ストー Y は全くケインズに依拠している。ここ

では生産は Y言 C+J，消費は C+s三 Y，宮への付加は S""Jというように，

ケインズの周知の恒等式に対応するものとしてとらえられる刷。 この経済活動

の把握は，生産・分配・支出と L、う伝統的な国民所得の把握とは具仇とくに

“富への付加"を重視したものであるが，その意味，背景については前稿でふ

8) 能勢信子，国民経済会計と部門分割， i国時経済雑誌」第89巻第5号。
9) Stone， op. ci.t.， p. 1 

10). Stone，噌 cit.，pp. 10-11 
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第 1 図 れた山。

輸 入 ζの経済活動の各段階の貨幣，

財・サーピ月の流れ，つまり取

引の連関は，海外取引を合め，

第 1図のように要約される。表

示されているのは貨幣形態での

所得だが I生産』からは生産

の要素所得と間接税の形態で

「消費」に，減価償却の形態で

「富への付加」に流れ，圏内経

常支出と補助金の形態で「消

v 費」から，粗資産形成の形態で
資料 ]. E. Meade， R. Stone， Nat四 nalbu明 no

and Ex.宵吋出t'Te，3d. ed凹.， 195己 「富への付加Jから「生産」に

流れ込む。 また「消費」からは補助金と圏内経常支出の形態で「生産」に，

「貯蓄」の形態で「富への付加」に流れ， 生産の要素所得， 間接税の形態で

「生産j から「消費」に流れ込む。 I富への付加」からは，粗資産形成の形態

で「生産」に流れ，減価償却の形態で「生産」から，貯蓄の形態で「消費」か

ら「富への付加」に流れ込む。こうした所得の流れを勘定形式で表示すると第

2図のようになる。月トーンは I生産」の受取り，支払いを示す勘定を経蛍

勘定 (operatingaccounts)， 1"消費」の受取り， 支払いを示す勘定を処分勘定

(appropriate Accounts)， 1"寓への付加」の受取り，支払いを示す勘定を残高勘

定〈民叫lngaCCQun同と名弓ける問。

さて，第二の視角，つまり，国民経済をセクターに分割し，所得の流れに位

置づけたことは，困民勘定の独自な発展である。もちろん，その蔚芽はすでに

ケインズにも見られたが団， それを明確にし，形式として取り入れたのはやは

11) 拙鳳前出.
12) Stone， 0:血 cit.，p. 9 

13) 拙稿，前出.48へージ。
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第 2 図 りストーン〔及び J.E. Meadeな

生産(経営〕勘定

受取り 支払い

1 国内経常支出 。の 1 5.生産巴要素所得(9)

2 補助金 O勾 16 間接 税 (10)

ど〕の功績といえ吾。そしてセ

クタ一分割の視角そのものは，

ストー γに限らず，国民勘定の

3可粗資産形成。の 1 7 減価償却 (7) 研究者すべてが採用 L，現行の

4 合 計 I 8.王子 計 国連をはじめとする各同の体系

消費(処分〉勘定 に主取り入れられているが，国

9. 生産自要素所得(5)1 12 • 園内経常支出 (1 ) 民経済をいかなるセグターに分
10 間接税 (6)113.補助金 (2)

14.貯 蓄 α6〉劃するか，セクタ一分割を導入

11 合 計 15. 合 言十

富への付加(残高〉勘定

16 貯 蓄(同h9.粗資産形成

17 減価償却 (7) 

18合計 120.合 計

した結果所得の流通はどう把

握されるかについてはλ トー γ

(3) 体系はきわめて独特である。

ストー y は，主要セクターと

して企業・家計・政府機関，副

次セクターとして労働サービス(labourservice)・園内金融サーピス (home

lend田 gservice)の五セクターに国民経済のセクター分割を行い円海外と海外

金融サービスを含めた七セクターを第一形態，主要三セクターに海外を加えた

四セクターを第三形態として，所得の流れを例示している。その際，セク主

分割の視点は，提供されるサ ピユの性格，経済的決意の種類によってなされ，

どこまで分割するかは分析対象を何にするかによる，とされる。旦ト-:-'がこ

こで労働十一ぜスと金融サーゼスを，主要三セグターに付加 Lた/J)は， つに

は，イギリスにおいて社会保険の比重が高しその所得再分聞を明示しよ弓と

したこと，第二に，スト-:-'は所得の流れを実物的側面からではなく，貨幣的

側面でとらえようとし，そのため，貨幣の流れをできるだけ総体的にとらえよ

うとしたものと考えられる。

ストーンは分割した各セクターがそれぞれ生産・消費・宮への付加の経済機

14) Stone， 0ρ cit.， p. 12 
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能をすべて持っと想定し，各セクターごとに，経営・処分・残高の各勘定を設

定する。企業・家計・政府の主要ニセクターを例にあげれば，各セクタ に三

つの勘定，合計九勘定が構成される。 ιの考えはストーン体系の大きな特徴で

ある。ェディ，ピ コックの場合151 その最も簡単な体系では，セクタ 分割

は経済機能にそ〈して行われ， どのような社会組織であろうと，財・+ ピス

の生涯を行うものを企業一消費を行うものを家計と定義L，生産勘定は企業勘

定，消費勘定は家計勘定正同-1".なり，資本勘定はセクタ 別には表示きれな

い結合勘定とされる。そして，政府・海外といった他のセク Fーは，生産・消

費といった経済機能による勘定とは別個に，それぞれ独自の勘定が構成される③

つまり，ェディ・ピーコッグ体系は5 企業勘定〔生産勘定L 家計勘定(消費勘

定)， 資本勘定，政府勘定，海外勘定の主勘定構成である。そしてこの形式は

結果的には各国の現行体系に近い形式になっている。しかしながら，エディ・

ピーコック体系は，彼ら自身述べているように， r経済の各取引者が組織化さ

れている種々の形式を無視することは人を誤らせるもの」閣であり， 経済の機

能分類とセクタ一分割というこの二重の視角から構成することによって構造分

析を意図する画民勘定の狙いを不十分にするものであろう。その意味で，経済

機能の分類とは独自に，社会組織の一定種類に基づくセクタ一分割を行うスト

ーン体系は，より国民勘定り意図を積極的に表示すると言えよう。

スト γの九勘定構成は，経済活動と社会組織によ毛セクタ 分割を統的

に表示するも白としては，たしかに，形式的に整っている。しかしながら，現

実の経済過程の中で，あらゆる社会組織が生産・消費・蓄積という経済活動を

すべて行うと考えるには明らかに無理がある。例えば，家計セクターはもっぱ

ら「消費的決意」をなすものとして他のセクターから区別されるが，その家計

セクタ「における生産とは一体何になるだろうか。ストー Yはこの無理を，所

得の流れを勘定と勘定の聞の取引としてとらえ， 帰属 (impute)概念を用いる

15) H. C. Ed町，A.J. Pea，∞ck， National bτcome and Soc白 lAccoωlting， 3d. ed.， 1961~ 
久武雅夫監ー藤沢袈裟利訳「国民所得と社会会計」唱和31年E

16) Ibid.， pp. 63-64，同よ， 68ベージ。
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よとによっ C解消し，形式的整合性を保つのである。つまり，家計セクタ り

生産は何らかの財・サービスの腹売ではなし家計セクター自身り処分勘定。

帰属販売とされる。もちろん，同 セクタ 内部でも，所得の流れの実体的基

礎があればそれを取ヲ|に擬制するよとは可能である。しかし乙の場合は全くそ

の実体的基礎はなしまた，帰属概念ふ現行国民勘定体系で用いられる帰属

家賃，帰属利子などの帰属概念よりも拡大されて用いられている。帰属家賃，

帰属利子は，その当否はともか<.持家の効用の評価及び金融機関の融資サー

ビスの評価をとらえるものであって，物的生産ではないにしろ，何らかの実態

的基礎を持っているのである。

以上から，ストーン体系の特徴は，第一に，経済活動の分類とセグタ一分割

という二重の視角の統一的表示形式であること，第二に，セクタ一分割の理論

的基礎があいまいであり，形式的整合性を追うあまり現実の過程とは遊離した

形式主義であること，と要約できる。以下，スト -y体系の詳細な検討を通し

て，ストーン体系の問題点を析出しつつ組替え，再編の基準の設定へ迫ってみ

よう。

11 生産段階と経営勘定

月トー γは，企業・家計及び非営利団体・公共団体のそれぞれに経営勘定を

設けている。こよで経営勘定に記されるものは，生産ないし経営活動に関連す

るあらゆる取引であり， 受取り側は財・十一ピスの売上げ高， 支払い側は生

産・販売に要したココストである。したがって，最終生産物あ」るいは所得の生産

に限定されてはおらず，ただすべてのみグターの経営勘定を統合すれば，中間

生産物の取引は相殺され，最終生産物ないし所得の取引のみが記されるのであ

る。

まず企業セクターから見てみよう。受取り側に記されるのは，家計・政府へ

の消費財の販売，企業・家計・政府への投資財の販売，輸出，在庫変動，補助

金である。支払い側は，政府への手数料支払い，輸入，減価償却，間接税であ
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第 3図経

企

1 購買

(司公共団体から く71a) 

(b) 海外から (110 a) 

2 減価償却 (32) 

3 間 接 税 (82 a) 

〔国民保険D使用者負担含む〉

4 経営剰余 (22) 

5 総支払い額

第 5.6号

営勘

業

定

6 経営勘定への販売

(吋家 計

(b)公共団体

7 残高勘定への販売

同企業

(b) 家計

和)公共団体

8 海外への販売

9 在庫変動

10 補助金

11 総受取り額

家計及び非営利団体

37 購買

(吋 企 業 か ら (6 a) 

(b) 公共団体(手数料 (71b) 

38 減価償却 (62) 

39 間接税 (82 b) 
f国民保険D使用者負担含む)

40 経営剰余 (49) 

41 総支払い額

公

66 購買

(吋企業から (6 b) 

(b) 海外から (110 c) 

67 減価償却 (98) 

68 間接 税 (82 c) 
(国民保険の使用者負担含む〉

69 経営剰余 (83) 

70 総支払い額

共

42 処分勘定への販売

43 総受取り額

団体

71 手 数料

(叫企業から

(b)家計から

72 処分勘定への脹売

73 総受取り額

(37 a) 

(66 a) 

(27) 

(58) 

(91) 

(103) 

(29) 

(75) 

(44 a) 

(1 a) 

(37b ) 

(74) 

り，受取り額との差額が剰余とされる。企業聞の取引が相殺されているため，

大部分の中間生産物は記入きれないが，輸入が中間生産物を含むにもかかわら

ず， 他セクターとの取引であるため記入されている。 ここで，受取りを売上げ
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高，支払いをコストという前提の下で考えた場合，第ーに賃金がコストに入っ

ていないこと，第二に間接税及び国民保険使用者負担がコ只トになっているこ

と，第三に在庵が売上げ高の一部になっていることなどの問題がある。第ーに

賃金の取り扱いだが，ストーンは，次節に見るように，賃金を配当・利子など

利潤の転化形態と並べて，ともに剰余の分配正して，処分勘定で扱っているの

しかし，ストーンは労働者への賃金支払いをコストとして全く無視しているわ

けでない。先に述べたセクタ一分割の第一形態では労働者の労働力提供自体を

一つのセクターとして独立させ(LabourService)， この労働サービスセ Fタ

への支払いを，企業の経営勘定の支払い側に記している。そして，今取り上げ

ている第二形態の場合には，労働サーヒ.-スセクターを企業セクターと統合し，

労働サーピスへの支払いが内部取引として相殺されているのである1η。労働サ

ービスは，企業に労働力を販売し，得た剰余を賃金・俸給という形態で家計へ

移転する機能を持つセクターだが，労働力の「生産過程」である家計とは別に，

その販売だけの機能を一つのセグタ -bして自立させることは，現実の社会的

経済的組織の存在とはかけ離れた想定であり，しかもそれを企業と同ー視する

ことは，資本と労働という経済関係を全〈無視するものである。賃金・俸給は，

所得の分配であると同時に，企業にとっては生産コストであり，第次分配と

して把握されねばならない。 Lたがって，賃金・俸給は企業セグターの支払い

側に家計への支払いとして記されねばならない。

第三に間接税の取坦扱いである。間接税を国民総生産に含めるべ哲か杏かは

論争のあるところだが18) 間接税は，本質的には，消費者の所得の国家による

再分配〈収奪〉であり，企業の生産・販売に要するコ旦トとは区別されるべきで

ある。もちろん，それは企業の財・サーピユの販売を通じてなされるのであり，

企業の経営勘定には記入されねばならないが，売上げ高とは区別されるべきで

ある。また同様に，家計による財・サーピエの購入の場合も，間接税は区別し

17) Stone， ot. cit.， p. 49 
18) 山田喜志夫，国民所得と問機税ー園児所得統計組替に関する 問題点. r統計学」第四号，昭

和39年 3月，
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て記されるべきであろう。また^ト Y の場合，国民保険の使用者負担部分

が間接税に含まれているが，国民保険の使用者負担部分は 種の社会的賃金で

あって間接税とは本質的に異るものであり，むしろ賃金と同ーの扱いをすべき

ものである。

第三に在庫の取り扱いだが，まだ販売きれていない商品である存庫をすでに

販売された他の商品と同列に置くことは，売上げ高〔需要〕によって生産が決ま

るとするケイ γズ的立場からも矛盾をきたす。と〈に，必要在庫を超過する過

剰在庫は景気変動の指標でもあり，独自に表示することが望ましい。在庫を売

り上げ高から除き，別に表示すれば，当然支払い額と受取り額はパラ γスしな

くなる。しかし現実の経済はパランスしないのが通常であり，形式的なハラ γ

スはむしろ誤りに導くものである。

次に家計である。先に述べたように，家計の経営勘定の受取りは何ら実体の

ない処分勘定への帰属販売である。支払い側は，企業からの財・サービスの購

入，公共団体への手数料支払い，家屋所有者の住居の減価償却，地方税などの

間接税である。

家言!の経営勘定も，企業と同様，支払い側には生産・販売のコ λ ト，受取り

側には販売額が記されている。第一に問題となるのは，家計が何を生産し，販

売しているかである。その支払い側項目からうかがえるのは，生産されている

のは労働力以外にありえないu とするならば，販売されるのも労{動力であり，

受取 h仰lにその価格である賃金・俸給が記されれば，家計の経営勘定は I労

働力商品Jの牛産・販亮の段階として意義を持っこ土になる。 たしかに資本

主義の下では労働力は「商品J として I生産」され「販売 lされるのだが，

「労働力の生産」はとりもなおさず li肖費」なのであって， 所得の生産・分

配・支出といった流通過程を構造的にとらえようとする国民勘定において，こ

の「労働力の生産」を他の商品生産と同様に扱うことは，生産と消費という基

本的カテゴリ を混乱させることになる。

第二に住居の減価償却の問題である。住居の減価償却は，住居が企業の固定
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資本と同様に般われる乙とによって想定される。たしかに住居も固定資産問先

使用価値的には年々一部分づ、つ消耗していくのだが，価値的には固定資本がそ

の価値を年々 部分づっ移転し，生産物の販売によってその価値も実現するの

に対し，住暦の価値はすでに実現されたものであって，何ものにも移転きれ

ず，消費きれるのみである。しかも住居所有者は詐も住再の減価償却の積み立

てなどやってはおらず，理論的にも現実にも意味がない。この住居の減価償却

に関連して，ここでは家計内部の取引のため表示きれないが，帰属家賃の問題

がある。通常，各国の国民勘定では帰属家賃や住居の減価償却は企業で取り扱

われ，家計で取り扱うところにストーンの独自性がある。持ち家の帰属家賃を

取り扱うとすれば，それを企業セクターに入れることは，セクターとしての企

業概念を無制限に拡大することになり，セクタ一分割によって経済構造を明ら

かに Lょうとする目的からはずれることになる。取り扱うとすれば，スト ン

のように，家計セクターの経営勘定で取り扱うべきである。しかし帰属家賃を

対象に加えるということ，すなわち，現実には何ら取引と呼べるものはなく，

すでに消費過程に入っているものの効用主評価することは， あらゆるサーピ

ス・効用を対象に入れることにつながる。あらゆるサーピ1 ・効用を貨幣的に

表示する ιとは， もし可能ならば，意味のないζ とではない。しかし実際には

そのような試みは無理であり，主婦の家事労働をはじめ多くのサーピス・効用

は除外されている。にもかかわらず帰属家賃のみ取り上げるのは何ら根拠がな

し、。

第三に間接税の取り扱いである。ストーンのいう間接税は，所得に課税され

る直接税左は灰別きれた，主主産や販烹活動に課せbれた租税の総称である。こ

こでは具体的には地方税であり r労働力の生産J活動に課せられたものとみ

なされる。先に述べたように r労働力の生産」を生産とみなす乙と自体が誤

りであるとともに，地方税も，課税方式における相異はあれ，所得の再分配の

ー形態であり，その意味で所得税と本質的には同ーのものとみなすべきである。

また，この間接税には国民保険の使用者負担部分が含まれているが，これは，
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家事手伝いのような家計で雇用された労働者の保険負担であり(賃金は家言|セク

ター内部の取引であるため相殺されている)， その取り扱いは企業セグターについ

て述べたと同様である。

最後に政府である。ここでいう政府はι 公共企業体(企業セクターに含まれる〉

を除雪，中央・地方の行政機関であるが，企業と同様「経営体」として，行政

サーピスを生産するものとみなされる。支払い側は，行政サ←ピスを生産する

ためのコストであり，企業からの財・サービスの購入，輸入，建物・設備の減

価償却，間接税からなる。受取り側は，政府サービスの販売額であるが，手数

料以外は現実の取引ではなし家計の場合と同様，政府自身への帰属販売とさ

れる。

政府を「経蛍体」と見る国民経済における政府の位置づけに関連する問題を

さておいたにせよ，政府の行政活動を「生産」とみなすことには問題が残る。

「政府が国民総生産の割前を消費しているということと，政府が何らかの『生

産』をしているということとは全然別のこと」国なのであって，行政活動が生産

的な労働なのかどうかが検討されねばならない。生産的労働は T人聞が自然

にはたらきかける労働過程の『国的』であり，またその『成果』としてでてく

る生産物の立場から与えられる」本源的規定と I労働の特殊な，歴史的・社

会的形態〈資本主義生産関係)J である資本主義的形態規定の二重に規定される抑。

第ーに，本源的規定からみよう。政府の行政活動は，社会機構維持のための十

ピス労働，個人的消費のための+ーピス労働，生産のためのサーピス労働と

一部ではあるが物的生産の労働等から成っている。生産的労働は，もとも主は

物的生産だが，協業・分業の発展に上って生産に関連するサーピλ 労働者ども含

みこむ口政府の行う生産サーピ兄のうちどこまでが生産的労働かは別として，

物的生産と一部の生産サーピλは，本源的意味において生産と考えられる。第

二に，歴史的形態規定であるが，資本主義的形態規定は理論的には剰余価値生

10) 畠恭彦「財政学概論」昭和3&年" 51ペジ。
20) 金子ハルオ「生産的苦働と国民所得」昭和41年， 90ペ ジ。
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産にもとめられる。しかじ現実の資本主義経済には多くの小商品生産者が存在

し，社会的総再生産の一環をになっているのだから，その規定は価値生産にま

で拡大しでもとめられるべきである。そして政府の行政活動は価値生産でもな

ければ剰余価値生産でもなし租税その他所得の再分配によってまかなわれて

おり，歴史的形態規定からは不生産的労働となる。この両者の規定から，行政

活動における物的生産や生産+ ピスなど「本源的意味での『生産過程』が，

資本主義形態規定をうけることをとおして社会的には『消費過程』に転化して

いるのであるJ2D
o

上U:のように.'F昨段階における三セクターのうち意味を持つのは企業だけ

であり.形式的なセクタ一分割によってかえって，生産と消費・生産と不生産

といった基本的カテゴりーまで混乱するに到っている。セクタ一分割は形式で

なし経済過程の現実にそって行われるべきであって，生産段階の場合，社会

的分業が総体的にとらえられるように行われるべきであろう。社会的分業の編

成をみると雪，それは二様の視角から，つまり，第一に生産組織の社会的性格，

すなわち，いかなる生産関係の下に生産が行われているか，という視角，第二

に生産力的視角，すなわち，いかなる労働過程でいかなる生産物が生産されて

いるかという視角である。そして，第一の視角からは私的資本主義的企業，自

営業(小商品生産者). 公共企業等の分割が，第二の視角からは産業別の分割が

考えられる。ただし，これらはすべて生産的部門のみであり，商業流通部門な

ど不生産的部門は次に述べるように消費段階で取り扱われねばならない。

III 分配及び消費段階と処分勘定

処分勘定は，さまざまな形態の所得を分配されて収入として受けとり，その

収入を消費その他に処分ないし充当する (appropriate)段階を把揮する。いうま

でもなしここでもセグタ一分割は企業・家計・政府の三セクターだが， ζの

セクタ一分割は，イギリスを始めとする各国の現行体系でも用いられている。

21) 同上. 199-200ベジ。
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まず企業の処分勘定だが，受取り側は経営勘定からの剰余の移転と利子収入

である。支払い側は，各セクターへの利子・配当支払い，重役報酬などの企業

家の収入(農民・専門職業家の収入も古まれる)， 賃金及び俸給， 公共企業の利潤

の政府への移転，直接税，貯蓄から成る。賃金・俸給は，すでに指摘したよう

に，生産段階で把握されるべきものだが，ここで利子，配当，企業家所得と並

べられているのはストーシが所得の二位一体範式の立場に立っているためであ

ろう。利子・配当が正当にも，企業家所得と並んで生産活動のコ λ トとして経

営勘定でとらえられず，この処分勘定で所得の再分配としてとらえられている

ことは，利子・配当の理論的把握というより，賃金・俸給と同一祝Lたためと

考えられる。

ところで， ここでとらえられている企業の利子支払いは必らずしも現実に企

業が金融機関に対して支払う利子の総額ではない。金融機関の貸付利子から預

金刺子を差L'llいた残りは，金融機関のサービ見、の対価とみなされ，企業セ

クター聞の内部取引として相殺されている昨。表示されている利子は，金融機

、関を通じて預金していた各セクターに移転される部分だけである。したがって，

企業の支払う利子はそのすべてが利潤からの分配であるとはとらえられていず，

その一部は生産コストとして販売額からまかなわれると考えられているのであ

る。

家計の場合，受取わはー経営勘定の剰余の移転，各t クターからの利子・配

当の受取り，企業家収入，賃金・俸給と社会保険や扶助などの政府からの移転

所得から成る。支払いは，経営勘定からの帰属購買，旅行者の海外での支出，

消費者信用への利子支払，直接税，貯蓄である。経常勘定の剰余は，内容的に

は住宅所有者の自己住宅における剰余，つまり帰属家賃であるが，3) 帰属購買

とともに，第E節で検討したように，根拠のない想定である。本来の消費が労

22) 現行体系では，これはし、わゆる蝿属利手乙して家計セクターに帰属支払いされ，金融機関のサ
ピスは家計が購入するとされている。スト ソりこの取り扱いは新SNAに近いp

川上正道，SNAOJ喧訂と帰属不j子. "統計時金」第四号，昭和43年 9月。
23) Stone， ot. cit.， p. 55 
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第 4図処分勘定

企業

12 海外への利子 (111 a) 

13 海外への配当 (112) 

14 利子

(吋家計へ (52 a) 

(同公共団体へ (85) 

15 配当

(al 家計へ (53) 

ω公共団体へ (86) 

16 縁車業による公共団体へ (町

17 企業家の引出 L

(同家 計 (54) 

ω公共団体 (8町

18 賃金及び俸給 (55 a) 

19 直 接 税 (89 a) 

20貯蓄 (33) 

21 総支払い額

22 経営剰余

23 海外からの利子

24 海外から目配当

25利子

(al 家計から

(同公共団体から

26 総受取り額

(4) 

(105 a) 

(106 a) 

(45) 

(77 a) 

家計及び非営利団体

44 購買

(al 経営勘定から

(bl 海外から

45 企業への利子

46 直接税

47 貯 蓄

48 総支払い額

74 経営勘定かもり購買

75 企業への補助金

(42) 

(110 b) 

(25 a) 

(8gb) 

(63) 

49 経営剰余 (40) 

50 海外からの利子 (105 b) 

51 海外からの配当 (106 b) 

52利子

(吋企 業 か ら (140) 

印)公共団体から (77b) 

53 企業からの配当 (15 a) 

54 企業家の引出 L (170) 

55 賃金及び俸給

(al 企業から (18) 

(bl 公共団体から (78) 
56 公共団体から白移転 (7明

57 総受取り額

公共団体

(72) 82 間接税

(10) 吋企業から (3) 
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76 海外への利一千 (111 b) (b)家計から (39) 

77 矛IJ l 干 (c) 公共団体から (68) 

(司企 業 (25 b) 83 経 営 J 剰 余 (69) 

Ib) 家 言十 (52 b) 84 世話外からの利子 (105 c) 

78 賃令及び俸給 (55 b) 85 企業からの利子 (14b) 

79 家計への移転 (56) 86 企業からD配当 (15b) 

80 ~T 蓄 (99) 87 公共企業からり移転 (16) 

88 企業家引出し (17b) 

89 直 接税

(叫企業 か ら (19) 

(同家計から (46) 

81 総支払い額 回総受取り額

働力の「生産Jとして経営勘定で取り扱われてしまったために， ιの処分勘定

は結局 i消費J勘定であるにもかかわらず，所得の分配と再分配が表示され

る結果になっている。

また，企業セクタ」の支払い側と同様，家計セグターの受取り側に，賃金・

俸給と利子・配当・企業家収入を並べているが，前者は専ら労働者に，後者は

資本家に所有されるのであり，所得の形態と所有を把握するためには家計セク

ターは資本家家計と労働者家計にさらに分割されねばならない。

公共団体〈政府〉の場合も，ほぼ家計と同様のことが指摘できる。受取りは，

間接税，利子，配当，公共企業からの移転，直接税，経営勘定から白移転であ

るロ支払いは，経営勘定からの帰属購買，補助金，利子支払い〔国債など)，賃

金・俸給，家計への移転(社会保険・扶助など)，貯蓄から構成される。経営勘定

からの剰余の移転と経営勘定からの購買は，いずれも帰属取引であり，政府の

行政活動を生産とみなしたために行われている根拠のない想定である。行政活

動を生産とみなしたため，政府の財・サ ピスの購入は，行政サービスの生産

のコストとして経営勘定で表示され，その結果，政府の「消費」はいっさいと

らえられず，処分勘定は，家計の場合と同様，所得の分配と再分配が表示され

るfごけになっている。
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以上りように，消費勘定とは言いながら，スト γ体系ではどのセクターに

も消費が表示されず，全体として所得の消費は一切とらえられない結果になっ

ている。社会的規模での所得の消費は，個人消費(労働力の再生産と資本家の個人

消費)， と不生産的部門の支出から成っている。 スト~/の場合，前者は労働

サービス生産のヨストとして，後者は不生産という概念がなく，すべて生産的

と把握されているため，結果的に消費が一切ないことになってしまっている。

消費をとらえるためには，第一に，家計の経営勘定の設定をやめ，労働力の生

産を消費としてとらえ，処分勘定で取り扱うこと，第二に，政府の行政活動ふ

社会的消費として処分勘定で取り扱うこと，第三に，企業のうち不生産的部門

を切り離し，独自のセクターの処分勘定を設定する ζ と，第四に，企業の支払

いのうち，生産のヨストに入らない，不生産的消費を企業の処分勘定に表示す

ることが必要である。こうしてはじめて， 生産活動で得られた新価値〔付加価

値〉の各セクターへの所得としての分配と， その種;その形態での処分，つまり，

個人消費，社会的消費，再分配，貯蓄が表示されうるのである。

IV 富への付加の段階と残高勘定

残高勘定は，ストー γによれば，あらゆる資本取引を表示するものであり，

数会計期間にわたってそのコストへの支払いとそれからの利益の受取りが行わ

れる勘定とみなされる制。

残高勘定は，現行の各国の体系では結合資本勘定としてセクタ一分割がない

表示形式になっているが，スト-y，体系の場合，やはりここでも企業・家計・

政府の三セクターごとに表示されている。いうまでもなく，資本取引であって

もセクタ 間の取引は存在するのだから，ストーン体系のようにセクター分割

されるのがのぞましい。

企業セクターは，受取りが，減価償却，貯蓄，資本移転である戦災請求，超

過利得税償還から構成され，支払いは，固定資産形成，在庫変動，貸付及ぴ負

24) Stone， o.少 cit.，p. 29. 



82 (274) 第 114巻第5.6号

第 5図残高勘定

企 業

27 回定資産形成 (7 a) 32 減価償却 (2) 

泊 医(師現存・歯貨変科産医の純へ購の萄買償〕 (ー)(田〉
33 貯 蓄 (20) 

29 荘庫 動 (9) 34 戦災請求 (94) 

30 貸付及び負債減少

(同家 E十
(b)公共団体
(0) 海 外

31 総支払い額

58 固定資産形成

59 資本へり直接税

60 貸付及び負債減少

(吋企 業

(同公共団体

61 総支払い額

91 固定資産形成

92 現在資産の純購買

93 医師・歯科医への補償

94 戦災請求

(叫企業による

(防家計による

95 超過利得税戦後償還

96 貸付及び負債減少

(叫企 業

(b) 家 言十

(c) 海 外

97 総支払い額

35 超過利得税戦後償還 (95) 

(60 a) 

(96 a) 

(108 a) 

36 総受取り額

家計及び非営利団体

(76) 62 減価償却 く38)

(101) 63 貯 蓄 (47) 

64 戦災請求 (94 b) 

(30 a) 

(96 b) 

65 総受取り額

公共 団体

(7 c) 98 減価償却 (67) 

(104) 99 貯蓄 (80) 

(28) 叩 O EE:の下での海外から (107) 

101 資本への置接税 (59) 

(34) 

(64) 

(35) 

(30b) 

(60 b) 

(108 b) 

102 総受取り額

債の変動からなる。家計セクターもほぼ同様だが，支払い側に在庫変動がなし

資本課税が加わる。政府セクタ には，受取り側に，海外からの贈与，資本課

税が加わり，支払い側に戦災請求等の資本移転が加わる。
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ιの残高勘定における第ーの問題は，セクターによって，とらえられている

経済過程が質的に臭っていることである。つまり，企業の場合は，生産された

剰余価値の資本への再転化，つまり資本蓄積の過程であるのに対し，家計の場

合は，将来の消費のための準備金としての貯蓄とその支出の過程であり，政府

の場合はいわゆる財政投資，財政融資の過程である。このそれぞれ異る経済過

程を，ストーンは資産形成(実物的及び金融的〕の過科として， 同一に主らえて

いるのである。

企業の残高勘定を資本蓄積の過程とし，支払い測を資本形成の種々の形態，

受取り側をその金融的源泉とみるとき，一つの問題は金融的関連の取り扱いで

あるo 7.トーンは金融資産として貸付及び負債減少を表示しているが，これは

借入と貸付の差額でわり"借入と貸付のそれぞれの総額を示さず相殺すること

によって，結果的に資本蓄積の規模を過少に表示することになっている。企業

の資本蓄積は，企業において生産された剰余価値の転化からだけでなし金融

を媒介にした家計の貯蓄からも，また政府資金からもなされるのであって，受

取り側に各セクタ からの借入が示され，支払い側には企業の持つ金融資産が

表示されねばならない。この金融的関連は，蓄積過程ではなく消費過程の一部

ではあるが，家計にも同様のことが言える。家計における消費は必ずLもその

時の所得からだけではな<，消費者ローンによってまかなわれる場合があり，

それは受取り側に示されねばならない。

残高勘定における第二の問題は資本移転であるロ取り扱われている資本移転

は，終戦直後という時代背景から，政府から企業・家計へ移転される戦災請求，

超過利得税償還正外国から政府へ移転される贈与である。スト ンは，貯蓄と

投資が均等すべきであるという立場に立つならば，この移転は所得の移転と同

様，処分勘定に表示されることになるが，所得の移転と資本の移転は区別する

ほうが有益であると主張する汽 この資本移転は所得の移転とは異って，資本

支出や住居の改築・再建のために用いられねばならず，可処分所得を構成しな

25) Stone， 01弘 cit.，p. 65 
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い。たしかに，貯蓄三投資の恒等式の形式的応用は無意味であって，現実に資

本移転が資本形成白一要因となっ亡いるのであれば， λ トーンり処理は妥当で

あるo しかし，それは本来の資本蓄積に限定きれ畠べきで，家計中不生産的部

門の場合は貯蓄に追加されるだけであって，所得への移転とは本質的に異らな

し、。

第三の問題は資本課税である。表示されている資本課税は，内容的には住宅

所有者の住居への課税であるお〉。すでに間接耕や地方税に関連してふれてきた

よiうに，租税は課税基準がどうあろうと，その源泉は手町閏や賃金といった所得

の再分配でしかない。それは資本や資産に課せられた租税でも同様である。に

もかかわらず，旦トー γが資本課税を想定するのは，租税を経済活動のコスト

ととらえ，事業税を企業の生産活動のコ丸ト，地方税を労働力の生産活動のコ

スト，所得税を消費活動のコスト，資本課税を富への付加の活動のコ見トと考

えているためであろう。しかしながらこの想定は，租税の課税基準に眼を奪わ

れ，その本質を見失うものと言わねばならない。資本課税も他の租税と同様，

処分勘定で扱われるべき問題である。

最後にセクタ一分割の問題だが，ストーン体系では，企業は経営勘定と同様，

生産的部門と不生産的部門が同一視されている。形式的にはほぼ|司じような項

目から構成されるにせよ，生産的企業の場合が資本蓄積であるのに対し，不生

産的企業は家計と同様消費のー形態であり，両者は区別されねばならない。不

生産的企業のうち，金融機関は資本形成の過程では独自の役割を担っており，

独自セグターを設定すれば金融的連関は一層明確に把握できる。

むすび

以上検討してきたように，ケイ γズモデノレにセクタ一分割を持ち乙むことに

よって，国民所得は，その総額の表示から所得の生産・分配・再分配?支出と

いう流通を具体的な形態で表示し，それらの相互連関を把握する国民経済の構

26) Stone， ot. cit.， p. 67 
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造分析のための有力な武器の一つになりえた。しかしながら A ト-:/体系で

はこの国民勘定のメリットを生かすιとに必らずしも成功せず，所得の流通過

程の理論的把握に混乱さえ見せている。その主要な要因は，第一に，セクター

を分割する基準となる理論がなく，各セクターの性格，特徴つけも必らずしも

十分でないこと。第三に，ストーンは所得の流通を，ケイ Y ズに依拠して，生

産，消費，宮への付加の各段階で把握したのだが，同民経済全体の把揮である

はずのこの各j段階を，各セクターすべてがこのような各段階を持っと想定した

こと。第三に，セクタ一分富Uの理論もなく，国民経済全体にあてはまるはずの

所得流通の各段階を各セクタ一個々にまで広げた上で形式的整合性を求めた結

果，帰属概念を乱用し，生産と消費，生産と不生産，分配と再分配といった所

得流通を把握する上で不可欠なカテゴリーを混乱させてしまっていること，と

総括できる。

これまで検討してきた個々の論点を整理し，ストー Y体系の組替え・再編成

を試みたのが第6図である。乙の組替え試案ほ，所得流通の科学的図式として

確定するものではなしあ〈まで，小論で検討した範囲内での組替えである。

科学的図式として確定するためには，小論で残された課題をさらに検討する必

要がある。それは第一に，所得の流通をケイ Yズ的な生産・消費・富への付加

と把握することの検討，第二に，表示形式として勘定形式を用いる乙との検討，

第三に，基礎統計からの推計方法の検討である。 ζれらの検討課題については

さらに次の機会を待つものである。

1 減価償却

2 賃 金

(a) 賃 金

第6図 ストー γ体系の組替え・再編成

I 生産勘定

生産的部門(企業及び自営業〉

(58) 6 消費財販売

(.)企 業

(37) (b)不生産的部門

(ゆ国民保険使用者負担 (51) (0) 家 言干

3 自営業者所得 (39) 位)政 府

4 利 潤 7 「資本財」販売

(10) 

(22) 

(32) 

く13)
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(a) 生産的企業利潤 (19) (吋生産的部門 (55) 

(b) 商業流通部門へり移転 (28) (同不生産的部門 (62) 

(c) 家 計 (68) 

但)政 府 (72) 

小計 4、 言十

8 在庫変動 (56) 

5 間接税 (50 b) 9 間接税 (17b +35b十 46)

総支払 い 額 総受取り額

E 分配・消費勘定

企業(生産的企業及び不生産消企業〕

10 消費財購入 (6 a) 19 生産的企業利潤 (4 a) 

ll T学産的部居への移転 (29 a) 
ービス入)、 20 不生産的企業利潤 (26) 

12 議問号車の不生産的労 21 軍リ 子

(.)賃 全 (37) (叫家 計 (34) 

(叫 国民保険使用者負担 (51) (同政 府 (48 a) 

13 困己 当

(a) 家 計 (40) 

(同政 府 (53) 

14 利 子

(a) 家 E十 (41 a) 

(b) 政 府 (52) 

15 公共企業白政府へり移転 (54) 

16 企業者利得 (38) 

17 租税

(.)直接税 (50 a) 

ω間接 税 (9 +31) 

18 貯 蓄(内部留保〕

(司生産的部門 (59 a) 

同不生産的部門 (66 a) 

総支払 い 額 総受取り額

不生産的部門(企業及び自営業)

22 消費財購入

23 減価償却

24 賃金

(6 b) 

(65) 

28 商業・流通部門への移転 (4 b) 
29 各セクターからの所得移転

くサ ビス販売)
(a) 企業 (11) 
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(33) 

(44) 

(a)賃 金 (37) 

(1) 国民保険使用者負担 (51) 

25 自営業者所得 (39) 

26 不生産的企業利潤 (20) 

計

27 間接税

総支払い 額

32 消 費 財 購 入

33 不生産的部門への移転
〔ザーピス購入〕

34利子

35租税

(.)直接税

ω間接税

36 貯蓄

(叫生産的自営業者

(b)不生産的自営業者

(c) その他の家計

総支払い額

て50b) 

家

(6 c) 

(29 b) 

(21 a) 

く50a) 

(9 +31) 

く59b) 

(66 b) 

(70) 

(b) 家 計

(c) 政府

30 在庫変動

小

(63) 

計

31 間接税 (17b十35b +46) 

総受取り額

計

37 賃金 (2a十12a +240 +45 a) 

38 企業家利得 (16) 

39 自営業者所得 (3 +25) 

40配当 (13 a) 

41 刊了

(叫企 業

(b)政府

42 政府からの移転収入

総受取り額

(14 a) 

(48b) 

(47) 

政府

43 消費財購入 (6 d) 

44 不生産部門への予転 (29 c) 
(十一ピス購入〕

45 賃金

(叫賃 金 (37) 

ω 国民保険使用者負担 (51) 

46 間接税 (9 +31) 

47 家計への移転 (42) 

48 利子

(叫企 業 (21 b) 

川家 計 (41 b) 

49 資 産 勘 定 へ (75) 

総支払い 額

50 租税

(a) 直接税 (17a+35a)

(b)間接税 (5 +27) 
51 国民保険使用者負担

(2 b+12b+24b+45b) 
52利子 (14b) 

53配当 (13 b) 

54 公共企業からp移転 (15) 

総受取り額
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55 固定資本形成

田在庫変動

57 貸付

(a) 不生産的部門

(b) 家計

(c) 政府

第 114巻第5.6号

E 資本勘定及び資産勘定

生産的部門〈企業及び白首業〉

(7 a) 58 減価償却

(8) 59 貯蓄

(a) 企業

(67 a) (b) 自営業者

(71 a) 60 資本移転

(76 a) 61 借入

(a) 不生産部門

(b) 家計

(c) 政府

総支払い額 総 受取り額

不生産的部門(企業及び自営業〕

(1) 

(18 a) 

(36 a) 

(73) 

(64 a) 

(69 a) 

(74 a) 

62 固定資産形成 (7b) 65 減価償却 (23) 

63 在庫変動 (30) 66 貯 蓄

64 貸 付 (叫企業 (18b) 

(司生産的部門 (61 a) (b)自営業者 (36b) 

(同家計 (71 b) 67 借入

(0) 政 府 (76b) (a) 生産的部門 (57 a) 

総支払い 額

68 固定資産形成

田貸 付

(a) 生産的部門

的不生産的部門

(0)政府

総支払い 額

72 固定資産形成

73 資本移転

74 貸付

(司生産的部門

(同不生産的部門

(0) 家計

総支払い 額

家

(同家 計 (69b) 

(0) 政府 (74 b) 

総受取り額

計(自営業者のぞ<)

(7 c) 70 貯 蓄 (36 c) 

7I借 入

(61 b) (吋生産的部門 (57b) 

(67b) (b)不生産的部門 (64b) 

(76 c) (0) 政 府 (74 c.) 

総受取り額

政 }内二

(7 d) 75 分配・消費勘定から (49) 

(60) 76 借 入

(司生産的部門 (57 c) 

(61 c) (b) 不生産的部門 (64c) 

(64 c) (0) 家 計 く69c)

(71 c) 

総受取り額


